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平成20年８月１日付け三重県公報第2006号に､ 三重県営鈴鹿スポーツガーデンの利用料金の承認が､ 次のよう
に掲載されました｡

��	
����

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第244条の２第９項の規定により､ 三重県営鈴鹿スポーツガーデンの利用
料金を次のとおり承認しました｡

平成20年８月１日
三重県知事 野 呂 昭 彦

１ 指定管理者
財団法人三重県体育協会
理事長 田中敏夫

２ 施設の名称及び利用料金の額
スポーツガーデンの体育館
施設 (会議室を除く｡)

個人利用の場合

３ 利用料金の承認年月日
平成20年７月24日

４ 利用料金の適用年月日
平成20年８月１日

1

お知らせ ○ 三重県営鈴鹿スポーツガーデンの利用料金の承認 …………………………… スポーツ振興室 １頁
正 誤 ○ 平成20年３月31日付け号外 ……………………………………………………… 人 材 政 策 室 ２頁

区 分 金額 (円)
トレーニングルーム 児童生徒等 1か月券 1,200

その他の者 1か月券 2,600
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平成20年３月31日付け三重県教育公報 号 外 に登載しました､ 三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任
規程の一部を改正する訓令中
ページ 行
２ ３から５まで

誤

正

２ ８から37まで
誤

2

２ 学校教育法施行令 (昭和28年
政令第340号) 第25条及び第26
条の規定による届出の処理

○

２ 学校教育法施行令 (昭和28年
政令第340号) 第25条及び第26
条の規定による届出の処理

○

13 地方公務員の育児休
業等に関する法律
(平成３年法律第110
号) の施行に関する
事務 (公立学校教職
員に係るものを除く｡)

１ 法第２条第１項の規定によ
る育児休業の承認

○

２ 法第３条第３項の規定によ
る育児休業の期間延長の承認

○

３ 法第５条第２項の規定によ
る育児休業の承認の取消し

○

４ 法第６条の規定による臨時
的任用の承認

○

５ 法第10条第１項の規定によ
る育児短時間勤務の承認

○

６ 法第11条第２項の規定によ
る育児短時間勤務の期間延長
の承認

○

７ 法第12条の規定による育児
短時間勤務の承認の取消し

○

８ 法第19条第１項の規定によ
る部分休業の承認

○

９ 職員の育児休業等の承認の
請求手続等に関する規則 (平
成４年三重県人事委員会規則
12―11) 第５条第１項の規定
による届出に関する事務

○
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正

２ 下から13から17まで
誤

正

２ 下から１から11まで
３
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13 地方公務員の育児休
業等に関する法律
(平成３年法律第110
号) の施行に関する
事務 (公立学校教職
員に係るものを除く｡)

１ 法第２条第１項の規定によ
る育児休業の承認 ○

２ 法第３条第３項の規定によ
る育児休業の期間延長の承認 ○

３ 法第５条第２項の規定によ
る育児休業の承認の取消し ○

４ 法第６条の規定による臨時
的任用の承認 ○

５ 法第10条第１項の規定によ
る育児短時間勤務の承認 ○

６ 法第11条第２項の規定によ
る育児短時間勤務の期間延長
の承認

○

７ 法第12条の規定による育児
短時間勤務の承認の取消し ○

８ 法第19条第１項の規定によ
る部分休業の承認 ○

９ 職員の育児休業等の承認の
請求手続等に関する規則 (平
成４年三重県人事委員会規則
12―11) 第５条第１項の規定
による届出に関する事務

○

５ 履歴事項等の証明

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○

５ 履歴事項等の証明

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○
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４ １から５まで
誤

4

22 地方公務員の育児休
業等に関する法律
(平成３年法律第110
号) の施行に関する
事務

１ 法第２条第１項の規定によ
る育児休業の承認

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○

２ 法第３条第３項の規定によ
る育児休業の期間延長の承認

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○

３ 法第５条第２項の規定によ
る育児休業の承認の取消し

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○

４ 法第６条の規定による臨時
的任用の承認

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○

５ 法第10条第１項の規定によ
る育児短時間勤務の承認

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○

６ 法第11条第２項の規定によ
る育児短時間勤務の期間の延
長

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○

７ 法第12条の規定による育児
短時間勤務の承認の取消し

� 県立学校教職員に係るも
の

○
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� 小中学校教職員に係るも
の

○

８ 県立学校教職員にかかる法
第19条の規定による部分休業
の承認

○

９ 職員の育児休業等の承認の
請求手続等に関する規則 (平
成４年三重県人事委員会規則
12-11) 第５条第１項の規定に
よる届出に関する事務

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○

22 地方公務員の育児休
業等に関する法律
(平成３年法律第110
号) の施行に関する
事務

１ 法第２条第１項の規定によ
る育児休業の承認

� 県立学校教職員に係るも
の ○

� 小中学校教職員に係るも
の ○

２ 法第３条第３項の規定によ
る育児休業の期間延長の承認

� 県立学校教職員に係るも
の ○

� 小中学校教職員に係るも
の ○

３ 法第５条第２項の規定によ
る育児休業の承認の取消し

� 県立学校教職員に係るも
の ○

� 小中学校教職員に係るも
の ○

４ 法第６条の規定による臨時
的任用の承認

� 県立学校教職員に係るも
の ○

� 小中学校教職員に係るも
の ○

５ 法第10条第１項の規定によ
る育児短時間勤務の承認

� 県立学校教職員に係るも
の

○
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� 小中学校教職員に係るも
の ○

６ 法第11条第２項の規定によ
る育児短時間勤務の期間の延
長

� 県立学校教職員に係るも
の ○

� 小中学校教職員に係るも
の ○

７ 法第12条の規定による育児
短時間勤務の承認の取消し

� 県立学校教職員に係るも
の ○

� 小中学校教職員に係るも
の ○

８ 県立学校教職員にかかる法
第19条の規定による部分休業
の承認

○

９ 職員の育児休業等の承認の
請求手続等に関する規則 (平
成４年三重県人事委員会規則
12-11) 第５条第１項の規定に
よる届出に関する事務

� 県立学校教職員に係るも
の

○

� 小中学校教職員に係るも
の

○


